
　誰にでも起こりうる、くらしにまつわる相談の事例を紹介します。

Ｑ：通信販売で商品を購入した。思っていたの

　　と違ったので返品したいと連絡したところ

　　「特価品なので返品できない」と言われた。

　　広告には返品不可とは書かれていないのに

　　返品できないのか。

　　

Ａ：通信販売の場合、購入者の都合による返品

　　を受け付けるかどうかは業者側が決めるこ

　　ととなっており、返品を受けつけない場合

　　はその旨を記載することとなっています。

　　返品の定めの記載がない場合、商品が届い

　　てから 8 日以内は消費者が送料を負担する

　　ことで返品できます。

Ｑ：冷蔵庫で保存しておいたマッシュルームの

　　傘の裏側が黒く変色している。食べている

　　が大丈夫？
　　　

Ａ：食べても大丈夫です。マッシュルームは、

　　傘が開く前に収獲しています。保存中にキ

　　ノコが生育して傘が開き始め、胞子が空気

　　に触れると傘の裏が茶色から黒色へと変色

　　しますが、食べても問題ありません。

Ｑ：血圧降圧剤を毎日飲み続けているが、少し

　　前から数値も安定している。この先ずっと

　　飲み続けないといけないのだろうか。
　　

Ａ：血圧の降下剤は長年服用されている方が多

　　いようです。医師の管理のもとで処方され

　　ているのなら、降圧剤の効果で数値が安定

　　しているのかも知れません。疑問点がある

　　場合はかかりつけの医師に確認して、納得

　　の上で医師の指示に従ったほうがいいで

　　しょう。

Ｑ：クリーニングに出した後、保管しておいた

　　スカートを着ようと袋から出したら、スカ

　　ートの一部が変色していた。クリーニング

　　店から受け取って７ヵ月経過しているが、

　　弁償してもらえるだろうか。

　　　

Ａ：ＳマークとＬＤマークのあるクリーニング

　　店では「クリーニング事故賠償基準」によ

　　って事故の対応を図っ ています。この基準

　　によると、変色の原因がクリーニングによ

　　るものでも、品物を受け取ってから６ヵ月

　　を経過すると補償してもらえません。

　　変色の原因は、「ガス」「薬剤」「紫外線」

　　「汗」などいろいろあり、トラブルの原因

　　が消費者側にある場合もあります。クリー

　　ニングに出す際には、染みやほつれなどの

　　状態をクリーニング店と一緒に確認し、仕

　　上がり品を受け取ったらすぐ状態を確認し

　　て、おかしいと思ったらすぐお店に連絡し

　　ましょう。

　　また、仕上がり品にかけられているビニル

　　カバーには酸化防止剤が使われており、そ

　　のままにしておくと中の衣類が黄変するこ

　　とがありますので、カバーははずしましょ

　　う。なお、マークのないクリーニング店で

　　も、独自の基準を設けて補償するお店もあ

　　ります。

　　　　Ｓマーク　　　　　　ＬＤマーク

Ｑ：来春、子どもが幼稚園に入るが、夜更かし

　　気味なので心配。入園に向けて、生活のリ

　　ズムをつくっておいたほうがよいのではと

　　思うのだが…。

　　　

Ａ：生活リズムをつけておいた方が、入園して

　　からの子どもさんの負担は少ないと思いま

　　すが、入園すればそれなりに生活リズムは

　　できてくるので、過度な心配はいらないで

　　しょう。

　　リズムをつくるきっかけとして、決めた時

　　間に起こすのを、今から実践されてはいか

　　がでしょう。

　くらなびの団体会員である福井県民生協では、

消費者問題や食生活・介護・子育て・ライフプラ

ンなど、日常生活の中での不安や困りごと、疑問

についてアドバイスしたり、より詳しく相談にの

っていただける機関を紹介している『くらしの相

談ダイヤル』を開設しています。生協組合員でな

くても利用できます。お気軽にご利用ください。

℡：０７７６－５２－０１１５
受付時間：10：00～15：00（月～金曜日）


